
◎病児保育・病後児保育の実施について 
 

平成２７年３月初旬に開院予定の「このはなファミリークリニック（右側チラシ参照）」より、

開院に際して、病児・病後児保育室を併設したいとの申し出がありました。 

そのため、市ではこの事業を充実させるため下記のとおり検討しました。 

 

１ 本市の病後児保育事業の現状について 

 本市の病後児保育事業は、平成２２年度から須ケ口保育園で、また平成２４年度からは花水木

保育園において実施しています。その後、下表のとおり利用者はあまり伸びず、最近では若干減

少する傾向にあります。 

区 分 平成 22 年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

須ケ口保育園 14人 37人 20人 10人 4人 

花水木保育園 ― ― 15人 18人 4人 

計 14人 37人 35人 28人 8人 

 ※平成 26年度は、11月 14日現在の利用者数。 

 ●病児・病後児保育とは 

  お子さんが病気あるいは病気の回復期において、保護者が家庭で保育を行うことができない場合、一時的施設で 

 保育する制度です。 

  ○病児とは…病気の回復期に至らないが、入院治療を必要とせず、当面の急変が認められない児童 

  ○病後児とは…病気の回復期であるが、集団保育が困難な児童 

なお、この事業は保育対策等促進事業費補助金交付要綱に基づいて補助金の対象事業で実施し

ていますが、補助対象には１施設年間１０人以上の利用者となっています。 

 

２ 他市の取組み事例について 

 北名古屋市では、病後児保育を保育園で実施していたが、利用者が少なく議会からも病児保育

を実施するよう要望があったため、平成２４年度から市内の医療機関へ委託し病児・病後児保育

を実施しています。その結果、平成２４年度には年間利用者が２３１人、翌２５年度には３８９

人と大幅に利用者が増加しました。 

 

３ 市民ニーズについて 

昨年度、実施した子ども・子育て審議会に係るアンケートでは、病児・病後児に関する保護者

のニーズ結果は次のとおりです。 

質問内容 ニーズ量 質問内容 ニーズ量 

病気や怪我で通常の教育、保育が

利用できなかったことがある 
79.3％ 

子どもが病気や怪我の際に休んで

看護することは非常に難しい 
31.8％ 

子どもが病気や怪我で教育、保育

が利用できなかった場合 

「母親が休んだ」 

64.0％ 

休んで看護することが非常に難し

い理由として、「子どもの看護を理

由に休みが取れない」 

65.3％ 

〃  

「親族・知人にみてもらった」 
33.2％ 

利用する場合、小児科に併設した施

設で子どもを保育する事業 
82.4％ 

 

４ 今後の方針について 

  本市では、上記のことから市民の病児保育ニーズに応えるため、「このはなファミリークリニ

ック」に病児・病後児保育を委託することを検討します。また、病児保育を開設することにより、

現在、２か所の保育園で実施している病後児保育の内、近接する花水木保育園の病後児保育を中

断することも合わせて検討します。 



 

   ■新聞（平成 26年 11月 9日）折り込みチラシの写し 
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